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答 申 

 

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）３４２条１項の規定に基づく固定資産税賦課処分及び

法７０２条１項の規定に基づく都市計画税賦課処分に係る審査請求につ

いて、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１ 審査会の結論  

 本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分庁」

という。）が、請求人に対し、令和４年６月１日付けでした別紙

「物件目録」記載の土地（以下「本件土地」という。なお、平方

メートルについては「㎡」と表記する。）に係る令和４年度分の

固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という。）賦

課処分（内容は別紙「処分目録」記載のとおり。以下「本件処分」

という。）の取消しを求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下のことから、本件処分の違法性又は不

当性を主張している。 

１  処分庁は、本件土地について、その登記簿上の地積に基づき地

積を認定した上で、令和４年度の課税処分を行った。   

本件土地の現況地積は、平成２７年３月２５日に東京都○○市

街地整備事務所が行った測量によれば、登記簿上の地積より大幅

に少ない２７５．０６㎡しかない。また、小規模住宅用地地積は

約１７８．４８㎡である。   

評価基準（後記第６・１・⑹）第１章・第１節・二・１によれ

ば、「登記簿に登記されている土地の登記簿に登記されている地

積が現況の地積よりも大きいと認められる場合における当該土地
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の地積は、現況の地積によるものとする。」とされていることか

らすれば本件処分を取り消し、現況地積に基づく課税処分をすべ

きである。 

また、処分庁は、住宅用地・非住宅用地地積の認定自体は固定

資産の価格の問題ではないとしながら、請求人の主張の中に、本

件土地の全体地積を登記地積ではなく現況地積に基づき課税する

趣旨が含まれるから、法４３２条１項に規定する「固定資産につ

いて固定資産課税台帳に登録された価格についての不服」に該当

するから、同条３項により審査請求の理由とはできないと主張す

る。  

しかし、固定資産税における住宅用地・非住宅用地の地積の認

定は、法上の課税標準の決定に関する問題であり（法３４９条の

３の２、地方税法施行令５２条の１１）、「固定資産について固

定資産課税台帳に登録された価格」とは直接関係がない。また、

法上、請求人の主張に、対象土地の全体地積を登記地積ではなく

現況地積に基づき課税する趣旨が含まれる場合には、「固定資産

について固定資産課税台帳に登録された価格」に該当する旨の規

定は見当たらない。   

２  処分庁は、本件土地の住宅用地・非住宅用地の地積の認定が適

法になされたものと主張するが、具体的にどのような方法を採用

したのか、また、その方法が適切である理由について明確な主張

がなく、その主張は法に従って適法になされたことを根拠づける

ものとはなっていない。   

 

第４ 審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定を適用し、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年 月 日 審 議 経 過 

令和５年１０月 ２日 諮問 
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令和５年１１月２４日 審議（第８３回第４部会） 

令和５年１２月１８日 審議（第８４回第４部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１ 法令等の定め 

⑴ 固定資産税等の賦課期日 

法３５９条によれば、固定資産税の賦課期日は当該年度の初日

の属する年の１月１日とするとされており、また、法７０２条の

６によれば、都市計画税についても同様とされている。  

そして、固定資産税等の納税義務者、課税客体、課税標準等の

課税要件は、賦課期日現在の状況によって確定されるものである。  

⑵ 固定資産税等の課税標準及び住宅特例  

法３４９条２項によれば、基準年度（法３４１条６号）に係る

賦課期日に所在する土地に対して課する第二年度（法３４１条７

号によれば、基準年度の翌年度を第二年度という。令和４年度は

第二年度に当たる。）の固定資産税の課税標準は、当該土地の基

準年度における賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補

充課税台帳に登録されたものとされている（法７０２条により都

市計画税についても同様）。 

この課税標準につき、法３４９条の３の２は、専ら人の居住の

用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令

で定めるものの敷地の用に供されている土地（以下「住宅用地」

という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、法３４９条

により課税標準となるべき価格の３分の１の額とし（法３４９条

の３の２第１項）、さらに、住宅用地のうち、当該住宅用地の面

積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数で除

して得た面積が２００㎡までの場合は当該住宅用地（以下「小規

模住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、

上記３分の１の額のところを６分の１の額とする旨定めている

（同条２項）。 

そして、法７０２条の３は、住宅用地に対して課する都市計画
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税の課税標準は法３４９条により課税標準となるべき価格の３分

の２の額とし（法７０２条の３第１項）、小規模住宅用地の場合

にはこれを３分の１の額とする（同条２項）旨を定めている。  

  ⑶ 固定資産税等の税率   

法３５０条は、固定資産税の標準税率は１００分の１．４と定

め、法７０２条の４は、都市計画税の税率は１００分の０．３を

超えることができないと定めており、法の各規定を受けて、東京

都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号。以下「条例」とい

う。）１２２条は、固定資産税の税率を１００分の１．４と定め、

条例１８８条の２７は、都市計画税の税率を１００分の０．３と

定めている。 

⑷ 固定資産課税台帳の備付け及び登録事項  

法３８０条１項によれば、市町村（法７３４条１項により、特

別区の存する区域においては都）は、固定資産の状況及び固定資

産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定

資産課税台帳を備えなければならないとされている。  

また、法３８１条１項によれば、市町村長（法７３４条１項に

より、特別区の存する区域においては都知事）は、土地課税台帳

に、登記簿に登記されている土地について不動産登記法２７条３

号及び３４条１項各号（このうち、４号は「地積」である。）に

掲げる登記事項、当該土地の基準年度の価格を登録しなければな

らないとされている。  

  ⑸ 住宅用地の申告義務及び認定 

条例１３６条の２によれば、住宅用地の所有者は、当該年度の

賦課期日現在における当該住宅用地について、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに、同条１項各号に掲げる事項を記載

した申告書を知事に提出しなければならないとされている。また、

東京都においては、「固定資産税及び都市計画税の課税事務の取

扱いについて（通達）」（令和３年１１月２４日付３主資固第２

２０号主税局長通達）により、固定資産税等の課税事務の取扱い

については、「固定資産税及び都市計画税課税事務提要」（以下

「事務提要」という。）によるものとされているところ、事務提

要第２章・第５節・７・⑻によれば、住宅用地の認定に当たって
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は、原則として「固定資産税の住宅用地等申告書」を所有者に交

付し、この申告書を認定に資するものであるとされている。 

事務提要は、課税事務運営に当たり、法を正しく適用するため

に解釈の統一を図り、能率的にして統制ある事務処理を期するた

め、固定資産税等の課税事務の処理要領を示すものである。   

  ⑹ 評価基準 

固定資産の評価及び価格の決定については、法３８８条１項に

よる固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続（以

下「評価基準」という。）によるとされているところ（法４０３

条）、各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則と

して、登記簿に登記されている土地については、登記簿に登記さ

れている地積によるものとするとされ、例外的に、登記簿に登記

されている土地の登記簿に登記されている地積が現況の地積より

も大きいと認められる場合における当該土地の地積は、現況の地

積によるものとするとされている（評価基準第１章・第１節・

二）。 

これを受けて、都では、○○事務所を含む各都税事務所が固定

資産の評価事務について斉一的に事務処理を行うことを目的とし

て、「東京都固定資産（土地）評価事務取扱要領」（昭和３８年

５月２２日付３８主課固発第１７４号。以下「取扱要領」とい

う。）を制定しているところ、その第１節・第３・１によれば、

現況の地積が登記簿に登記されている地積より小さいと認められ

る場合には、現況の地積によるものとされている（同・ (1)）。

そして、現況の地積による場合には、当該土地の納税義務者から

不動産登記令に規定する地積測量図が添付された地積等届出書を

賦課期日の属する年の１月１４日までに申告することとされ、当

該届出書に基づき、処分庁は、隣接地との関係について調査等を

行い、当該届出書の内容と現地の状況が一致し、現況の地積によ

ることが適当と認められる場合には、これにより地積を認定する

ものとされている（同・ (3)。東京都都税条例施行規則１７条）。 

⑺ 固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出  

法４３２条１項によれば、固定資産税の納税者は、その納付す

べき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税
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台帳に登録された価格について不服がある場合、所定の期間内に

固定資産評価審査委員会に審査の申出（以下「審査の申出」とい

う。）をすることができるとされており、同条３項によれば、審

査の申出ができる事項については、当該固定資産税の賦課につい

ての不服の理由とすることができないとされており、このことは、

法７０２条の８第２項により都市計画税についても同様とされて

いる。 

そして、固定資産課税台帳に登録された事項のうち、価格以外

の登記簿に登録された事項は、審査申出事項に当たらないとされ

るが、登記簿に記載された事項（地目、地積等）が実際と異なり、

これを基礎として評価されたことを理由として固定資産の価格に

不服があるとする場合には、審査の申出をすることができると解

されている（財団法人地方財務協会刊・固定資産税務研究会編

「固定資産税逐条解説」５１７～５１８頁）。  

２ 本件処分についての検討 

 ⑴  これを本件についてみると、処分庁は、令和３年３月１０日

に提出された申告書添付図面により本件土地の非住宅部分の利

用面積９６．５８㎡（更地３７．５９㎡及び駐車場５８．９９

㎡の和）を非住宅用地地積とし、本件土地の登記簿上の地積

（３７１．５５㎡）から当該非住宅用地地積９６．５８㎡を減

じた面積２７４．９７㎡を小規模住宅用地として認定地積を確

定したことが認められる。  

   その後、令和３年１２月２７日に担当職員が現地調査を実施

し、本件土地の利用状況については変更がないことを確認して

いることが認められる  

そして、請求人から地積等届出書の提出がなかったことから、

本件土地の評価額を求める際の地積を登記簿に登記されている地

積である３７１．５５㎡として、本件土地の価格が決定され、令

和４年４月１日に固定資産課税台帳に登録されたことが認められ

る。 

その上で、処分庁は、同年６月１日、固定資産課税台帳の記載

に基づいて請求人に対して本件処分を行ったことが認められる。  

以上によれば、処分庁が行った本件処分は上記１の法令等の定
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めに則ったもので、違法又は不当であるということはできない。 

⑵  また、処分庁作成の本件土地に係る税額計算書（令和４年度）

を確認したところ、本件処分においては、処分庁が固定資産税

等の課税標準を定めるに当たり、上記１・⑵及び同・⑷の法の

各規定を正しく適用してこれを算出したものであることが認め

られる。  

そして、処分庁が、上記課税標準を基に固定資産税等の額を算

出した過程についても、法及び条例の各規定に違反する点及び違

算等がないことが確認できることから、この点においても、本件

処分を違法又は不当なものということはできない。 

３ 請求人の主張についての検討  

⑴  請求人は、第３・１のとおり、本件測量図によれば、本件土

地の現況地積は、登記簿上の地積より大幅に少ない２７５．０

６㎡しかなく、また、小規模住宅用地地積は約１７８．４８㎡

であること、評価基準により、登記簿上の地積が現況の地積よ

り大きいと認められる場合は、現況の地積によるとされている

ことからすれば、登記簿上の地積に基づき地積を認定した本件

処分は、取り消されるべき旨を主張する。  

しかし、請求人の主張は、結局のところ、認定された課税地積

を前提として算定がなされ、土地課税台帳に登録された土地の価

格に対する不服を理由としているものと解されるものである。 

そうすると、上記請求人の主張は、法４３２条３項の規定によ

り、固定資産税等の賦課処分である本件処分の取消しを求める本

件審査請求における不服の理由とすることはできないことから、

同主張の当否については本件審査請求の対象とはなり得ないもの

というほかはない。  

また、請求人は、固定資産税における住宅用地・非住宅用地の

地積の認定は、地方税法上の課税標準の決定に関する問題であり、

「固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格」とは直

接関係がないとも主張する。  

しかし、請求人の住宅用地地積に対する主張は、本件土地を登

記地積ではなく、現況地積に基づき課税することを前提とする主

張といえるから、その限りにおいては、上記で述べたとおり、登
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記簿上の地積に基づき認定された課税地積により決定された土地

の価格に対する不服に含まれると解されるものである。  

なお、本件で問題となった点については、東京地方裁判所令和

３年８月２６日判決（確定）が、「原告が本件賦課決定の取消原

因として主張する事由は、固定資産評価審査委員会に対する審査

申出をすることができる事項についての不服をいうものであり、

法４３４条２項により、これを本件賦課決定の取消しの訴えにお

いてその不服の理由とすることは許されないから、原告の請求は

理由がなく、棄却すべきもの」と判示している。 

⑵  請求人は、第３・２のとおり、本件土地の住宅用地・非住宅

用地の地積の認定が適法になされたものと処分庁は主張するが、

法に従って適法になされたことを根拠づけるものとはなってい

ないと主張する。 

しかし、上記１・⑸のとおり、事務提要によれば、住宅用地の

認定に当たっては固定資産税の住宅用地等申告書を認定に資する

べきものとされているところ、申告書添付図面を基に住宅用地を

２７４．９７㎡、非住宅用地を９６．５８㎡として認定した処分

庁の判断は当該取扱いに沿ったものである。  

そして、このような事務提要の定めは、税法を正しく適用し解

釈の統一を図るためのものとして合理性を有するものと認められ

るから、事務提要の取扱いに沿った住宅用地・非住宅用地の地積

の認定が、違法・不当であるとは認められない。  

なお、取扱要領によれば、土地評価を現況地積に基づき行うた

めには賦課期日（本件では令和４年１月１日）の属する年の１月

１４日までに地積等届出書を申告することとされているところ、

本件において地積等届出書は、処分庁に対して提出されておらず、

現況地積に基づき本件土地の評価額を求めることはできない。 

  したがって、請求人の主張には理由がない。  

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性の検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点はない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適
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正に行われているものと判断する。  

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、大橋真由美、山田攝子 

 

別紙（略） 

 


